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★子どもたちの活躍をご覧ください。

筒賀中学
校

5月20日
筒賀小学

校

5月20日
戸河内中

学校

5月20日
加計中学

校

5月12日

　運動会が終わりました。とてもいい運動会になったと思います。当日だけでなく、これまでやってきた練

習があったからこそできたと思うし、ついてきてくれた仲間や、ライバルではあったけど、今までずっと高

めあってきた赤組がいたからこそできた、この運動会だったと思います。

　最後の運動会を最高のものにしたいという全員の思いがこの結果につながったんだと思います。今まで苦

楽を共にしてきた団長やリーダー、本当にありがとう！

私が運動会の中で一番きん張したのは、閉会式のあいさつです。家で練習してきたことをむだにしたくな

かったので、精一杯がんばろうという気持ちでいっぱいでした。

　朝礼台の上に立ってみると、ひざががくがくしました。まちがえたところもあったけど、自分なりにはい

っしょうけんめいできました。

加計中学校 ３年　武本倫太郎

筒賀小学校 ６年　小室　桃子
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会動運大の春
戸河内中学校 ３年　栗栖　瑠香

私達の全力は、全力のつもりになっていると気付き、全力のつもりはダサい、格好悪い、やってないだけ

だからもっと全力を出そうと３年生が決意し全校が本当の全力で本番に挑んだ。心から達成感と満足感を得

て、今年も戸中らしく全力で取り組む一歩となる運動会でした。

　私は人数が少なくても一つひとつの競技を一人ひとりみんなが楽しんでいる筒賀の運動会が大好きです。

　保育所の園児達とする種目や小・中全員リレーなど楽しかったです。筒賀での最後の運動会が終わって悲

しいですが、来年からは高校で体育祭に出て頑張りたいです。

筒賀中学校 ３年　梅田菜々海
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筒賀保育所運動会　5月20日

　さわやかな青空のもと、子どもたちのパワーとやる気がいっぱい伝わった運動会

でした。たくさんのご家族の方に見守られながら、先生の合図をしっかり聞いて、音楽に合わせたり、

競争したり。。。園児たちから満点の感動を味わいました。

パワーアップ! うんどうかい

認定こども園とごうち運動会　5月27日

げんきいっぱい　えがおいっぱい

トンネルをぬけたらパワーア～ップ！大玉ころがしだって体操だって、何でもできるよ。

中学校のお兄さんお姉さんと一緒に競技をして、保育所・中学校の合同チームは「金メダル」を獲得!!

地域のみなさんに応援していただきました。
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今年で２回目となった保育所・こども園と幼

稚園の年長児交流保育が、５月11日、筒賀地

域で行われました。「○○保育所の○○です。

よろしくお願いします。」とみんな大きな声で

自己紹介ができました。

　その後、筒賀保育所から龍頭峡まで約２㎞の

道のりをお友達と手をつないで歩きました。

　この日は、少し肌寒かったですが子どもたち

　　　　　　　　　　　　は元気いっぱい新緑

　　　　　　　　　　　　の自然にふれながら

　　　　　　　　　　　　楽しみました。
龍頭峡で記念撮影

さぁ、 しゅっぱ〜つ!

もう少しで着くよ。 がんばれ!

タンポポのわたげ。 ふぅ〜

平成24年４月から　新しい児童手当制度が始まりました

◆現況届（毎年６月に提出）
　　養育状況や所得の確認をするため、今年度から
　は、「現況届」の提出が必要となります。受給中
　の方には現況届の用紙を送付しますので、必ず提
　出してください。未提出の場合は、手当が受けら
　れなくなります。
※平成24年１月２日以降に転入した方は、以前住
　んでいた市区町村で児童手当用所得証明書を取得
　する必要があります。

●問い合わせ先／児童育成課　☎28－1969

児童手当制度
への変更

　中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童を養育している方
に対して支給している「子ども手当」が、４月から「児童手当」へ名称が変わりました。
　支給要件・支給月額は「子ども手当」と同じですが、平成24年６月分から所得制限
が導入され、現況届の提出が必要となります。

◆認定請求
　　お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入
　したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」
　を提出（申請）することが必要です。（公務員の
　場合は勤務先に）
　　市区町村の認定を受ければ、原則として、申請
　した月の翌月分の手当から支給します。申請が遅
　れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりま
　すので、ご注意ください。◆支給時期

　　これまでと同様に年３回、６月、10月、２月に、
　それぞれの前月分までの手当を支給します。

◆所得制限
　　平成24年６月分の手当から所得制限が実施され
　ます。
　　受給者の方が所得制限限度額以上に該当する世帯
　は、児童一人当たり一律5,000円となります。

※「第３子以降」とは、高校卒業まで（18歳の誕生
　日後の最初の3月31日まで）の養育している児童
　のうち、３番目以降をいいます。

◆支給金額
３歳未満→一律15,000円
３歳以上小学校修了前（第１子・第２子）

→10,000円
３歳以上小学校修了前（第３子以降）

→15,000円
中学生→一律10,000円
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●問い合わせ先
　大新東ヒューマンサービス㈱　☎32－2880（グリーンスパつつが・龍頭ハウス・交流の森総合受付案内）
商工観光課　☎28－1961

筒賀地区観光施設のオープン予定日が決定!
筒賀地区観光施設の活性化を図るた

め、昨年度指定管理者の公募を行い、

指定管理者に大
だい

新
しん

東
とう

ヒューマンサービ

ス㈱が決定しました。

◆筒賀交流の森…………6月1日(金) 
　※レストハウス、ケビン、バーベキュー広場も順次オープンします

◆グリーンスパつつが……7月7日(土) 予定

◆龍頭ハウス……………7月7日(土) 予定

安芸太田町ヘルスツーリズム推進協議会通信

ヘルスツーリズムのまち安芸太田町森林セラピー®

キャラクター愛称募集!!

ヘルスツーリズムのまち「安芸太田町森林セラピー」として日々の仕事や生活に疲れた方々を対

象に「癒し」を提供できる安芸太田町を PR 出来るようなキャッチコピーを募集します。

　ちなみに安芸太田町ヘルスツーリズム推進協議会の基本理念のキャッチフレーズは「縁側のある

養生の里づくり〜物語は縁側からはじまる〜」です。

★愛称募集するキャラクターについて★
安芸太田町が誇る広島県最高峰「恐羅漢山（森林セラピーロ
ード）」に生息している天然記念物の「ヤマネ」は、大変愛く
るしくそして癒される存在です。
　この森の住人「ヤマネ」をモチーフにしたこのキャラクター
は以前町内で「やんみ～」と呼ばれ、親しまれていました。
　安芸太田町ヘルスツーリズム推進協議会では、事業理念とし
て新たなものを作ることなく、既存の人や素材を最大限活用し
て癒しのまちを作りあげることとしています。
　このキャラクターも「再生プロジェクト」の一環として町内
７つのキャラクターを市場調査の上、全国の名だたるキャラク
ターと十分競争していけると判断し、使用を決定しました。
　そんな町民の「期待」を込めたこのキャラクターに愛称をつ　そんな町民の「期待」を込めたこのキャラクターに愛称をつ　そんな町民の「期待」を込めたこのキャラクターに愛称をつ
けてください。

●募集期間…平成24年7月6日（金）午後5時まで【必着】
●上記の募集要項…「安芸太田町ヘルスツーリズム」ホームページで検索してください。
　　　　　　　　　http://akiota-healthtourism.com
●最優秀作品には町内産品５万円分をさしあげます。

ヘルスツーリズムのまち安芸太田町森林セラピー®

キャッチコピー同時募集!!

ヘルスツーリズムのまち「安芸太田町森林セラピー」のキャラクターとして

「癒し」をＰＲ出来るような愛称を募集します。

●問い合わせ先／商工観光課　☎28－1961
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広島県山県郡安芸太田町大字上殿632－2（道の駅来夢とごうち内）　☎28－1800

観光協会からの報告

７年間観光振興に尽力された川本英介さんがこの度退任し、新会長に末田健治が就任しました。

「新たなものを作ること無く、町内に存在する資源を最大限活用できる観光振興の道を探っていく」

ことを力強く宣言しました。大きく変化を遂げていく今後の観光協会にご期待ください。

●新会長に末
すえすえ

田
だだ

健
けんけん

治
じじ

が就任しました。

中国新聞報道以降大きな反響があった絵はがきですが、広島銀行の協力も

あり、販売部数がなんと1000セットを超えました。（5月30日現在）

　各地区と観光協会、そして地域密着型企業との新たな協力のあり方を町民

の皆さんに示すことができました。そして何より、都市部の方々との交流を

「地域活性」にどのように繋げたらよいかという悩みを持たれた多くの自治

会の皆さんに「上殿地区の七夕かざり」「松原地区の雪かき」に続いて具体

例を提示できたと思います。

　方法はたくさんあります。お悩みの場合はご相談ください。みんなで考

えれば何かアイディアが出るはずです。

来年11月に横須賀市の県立高校220名（男女共学）が、民泊体験を目的として来町することになりま

した。

　この決定の早さは異例中の異例です。（いくつかの実績ある候補地を抑えて当町に決定したそうです。）

　本事業を支援している広島県や広島商工会議所でも驚きをもって迎えられています。

　これで安芸太田町には可能性があることがしっかり証明されました。

　民泊による地域振興の第一人者の先生からも安芸太田町は現在多くの修学旅行を受けて地域活性化に

寄与しつつある「周防大島」の最初の頃と「熱気」が良く似ていると言われました。

　町民の皆さん、どうぞ前向きな気持ちでこの事業への「ご参加」をお願いします。

●民泊体験型修学旅行の訪問校が早くも決定しました。民泊体験型修学旅行の訪問校が早くも決定しました。

本年８月に民泊登録家庭を対象とし、都市部の中・高校生を本町に招いての民泊試験受入れ事業を実

施します。

　本事業では、都市部の生徒との交流が受入れ家庭やその地域に活気をもたらすこと、そして何よりも

「楽しい」ことだとご理解いただくことを目的としています。

●今年民泊受入れ試験事業を実施します。今年民泊受入れ試験事業を実施します。

安芸太田町田舎体験推進協議会からの報告

町民一人ひとりが主役の本事業の中心的役割を担う、部会役員にはさまざまな経歴を持つ方が就任し

ました。各部会役員の皆さんとは改めて、前向きに積極的にそして意欲的に前に進もうと誓い合いまし

た。これからよろしくお願いします。

◆田舎民泊部会…部会長　横山　照夫 　副部会長　道教多美子

　◆田舎体験部会…部会長　河本　紀六 　副部会長　岡　 尚 三

●本協議会の実行組織である民泊部会と田舎体験部会がスタートしました。本協議会の実行組織である民泊部会と田舎体験部会がスタートしました。

●与一野のしだれ桜保全活動支援絵はがきが大ヒットしまし与一野のしだれ桜保全活動支援絵はがきが大ヒットしまし与一野のしだれ桜保全活動支援絵はがきが大ヒットしまし与一野のしだれ桜保全活動支援絵はがきが大ヒットしましたた!!!!
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自主防災組織
の設立の推進

　東日本大震災や、町内の過去の災害の教訓を踏まえて、災害発生時に避難
誘導、避難所運営等を自主的に行う自主防災組織の設立を推進しています。
設立の手続きなど、詳しくは総務課（☎28－2111）にお問い合わせください。

Q1

A1

なぜ自主防災組織が必要なのですか？

大きな災害が起こり、役場や消防団が間に合わない場合に備えて、消火活動や救助活動
などが行える近所の助け合い組織が求められます。

Q2

A2

自治振興会等の防災活動とは異なりますか？

大雨のときなど、自治振興会等でも臨機応変に活動されていますが、役員が毎年変わる
ことなく、防災活動が機能するよう、長期的に体制を固定化することが大切です。

Q3

A3

役場の支援はありますか？

設立手続きや避難訓練等への協力のほか、設立のための費用を一部助成します。

広島県防災Web
広島県では、防災に関する情報を提供しています。防災知識の向上や気象情報の収集等にお役立てください。

注意報・警報

広島県防災Web　http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/hdis/

観測情報 設定した値に達したとき

インターネット

１．避難情報
　●避難勧告等の発令状況
　●避難所の開設状況　など

２．気象観測情報
　●警報・注意報の発表状況
　●雨量や太田川の水位　など

３．交通情報
　●高速道路等の交通規制
　●バスの運行状況   など

４．災害対策情報
　●土砂災害対策
　●洪水浸水対策    など

◎警報・注意報、町内の雨量や太田川の水位などの防災情報を配信。

ご紹介ご紹介

広島県防災情報
メール通知サービス

注意報・警報が発令されたとき注意報・警報が発令されたとき
気象庁

広島県

１．増水時には、川や水路に近づかないこと。
２．天気予報に注意すること。
３．避難所、避難路の確認をすること。
４．雨戸など家屋の点検をすること。
５．避難用品や停電対策の準備をすること。

役場からのお願い

集中豪雨の
集中豪雨の

季節です。
季節です。集中豪雨の

季節です。
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カルチャー教室 

平成24年度 公民館講座

●申し込み・問い合わせ先／教育委員会生涯学習課（☎22－1212）

カルチャー教室 追加講座追加講座追加講座追加講座追加講座追加講座追加講座追加講座追加講座追加講座!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

手づくり石けん講座

受講上の
ご注意

◎受講対象は町内在住者もしくは町内に勤務されている方です。
・受講料は前納制です、開講日に全回数分をまとめて納めてください。

・中途からの受講も可能です。その場合は残りの回数分の受講料を納めてください。

・受講者の都合による欠席の際の受講料についてはお返しできませんのでご了承ください。

・各講座の定員は10名です。受講申し込みが５名に達しない場合は講座を行いません。

・定員になり次第受付を締切ります。（初回申込締切… 6月29日）

原料は天然のも

のを使用するなど

安心・安全なもの

だけを選んでいま

す。肌の弱い方や

赤ちゃんにも使え

る、人にやさしく

環境にもやさしい

こだわりの石けん

を作ります。

◆講　師／アロマセラピスト　隅
すみ

田
だ

明
あけ

美
み

先生

　　　　　ボディセラピスト 坂
さか

本
もと

美
み

和
わ

先生
◆日にち／7月11日、7月25日、8月22日
　　　　　9月12日、10月10日、11月14日
◆時　間／13:00～15:00
◆会　場／川・森・文化・交流センター
◆受講料／１回あたり500円╳６回＝3,000円
◆材料費／１回あたり840円の材料費がかかります。

受講生

募集中!!

梅雨に入る前に、今一度、防災行政

無線の受信機を点検してください。

再生ボタン
●録音されている放送を再生
聞き逃した放送も再度聞くこと
　ができます。

●問い合わせ先／総務課　☎28－2111
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録音ボタン
●待機中に押すと次回の放送から
　録音開始（留守録モード）
もう一度押すと解除されます。
（最大４分録音可能）

◎つぎの症状があれば、総務課にご連絡
　ください。
　・雑音がよく入る。
　・乾電池がサビている。
　・赤いランプが点滅している。
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●はじめに
　安芸太田町では、町民の皆さんに町の財政状況をより身近に感じていただ
くため、行財政の情報開示に努めています。今回は、単年度の決算状況のみ
でなく、これまで形成してきた資産や負債の状況と行政サービスにかかるコ
スト（経費）を表現するため、法人会計の手法を取り入れた財務諸表を作成
しました。併せて、１世帯あたりや町民一人当たりに置き換えた身近な数字
にして説明します。
　※決算データは、昭和44年度以降の数字を累積しています。

●財務諸表とは
国が推奨する財務４表のことで、安芸太田町では「総務省方式改訂モデル」を採用して作成しま
した。今回は、平成22年度決算に基づく普通会計の財務４表を公表します。

●財務４表の関係
財務４表は下の図のような相関関係をもっています。

資金収支
決算書 貸借対照表 純資産変動

計算書
行政コスト
計算書

期末資金残高 純　資　産 期末純資産 純経常行政コスト

純経常行政コスト

歳 計 現 金

【財務４表】
　●貸 借 対 照 表…町が所有する資産や負債の状況を表します
　●行政コスト計算書…人件費や減価償却費を含めた行政事業のコスト（経費）を表し
　　　　　　　　　　　ます
　●純資産変動計算書…一年間の純資産の増減を表します
　●資金収支計算書…一年間の資金の増減を表します



流動資産
投 資 等

公共資産
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貸借対照表（バランスシート）
貸借対照表（バランスシート）は、平成22年度末に町が保有している資産とその資産を取得

するために使ったお金の調達方法を表しています。現金の収支に注目する単年度の決算書では
表示することができなかった町の財産や負債など、これまでの資産形成の結果を知ることがで
きます。

借　　　　　方 貸　　　　　方
【資産の部】 【負債の部】

公共資産 389億8,659万1千円 固定負債 110億7,702万5千円
地方債 　　　94億3,830万3千円

投資等　　　　　21億1,516万円 退職手当引当金 16億3,872万2千円
投資および出資金　3,911万2千円 その他 　　　　　　　　　　　0円
基金等 　　　20億5,996万9千円
その他　　　　　　　549万4千円 流動負債 　　　11億293万4千円

　翌年度償還予定地方債
流動資産 　　17億6,909万7千円 10億3,120万7千円
現金・預金 　　　17億6,339万円 賞与引当金　　　　7,172万7千円
（うち歳計現金）　　3億7,421万6千円 その他 　　　　　　　　　　　0円
　未収金　　　　　　　570万7千円

負債合計 　121億7,995万9千円
【純資産の部】

純資産合計 306億9,088万9千円

負債+純資産合計
資産合計 　428億7,084万8千円 428億7,084万8千円

貸借対照表を町民1人当たりに換算すると…

道路や学校など
町が保有する公
共施設の総額

特定の目的で積
み立てた基金や
出資金などの総
額

現金・預金基金
と町税などの未
収金の総額

地方債の残高や
退職手当などの
総額で、子や孫
等の将来世代が
負担する金額

道路や学校等の
整備の財源とし
て受けた国や県
からの補助金や
町税などの総額
で、これまでの
世代が負担して
きた金額

株券や定期預金等の価格

現金や普通預金等の残高

純資産＝すでに支払ったお金
土地や建物・車の購入費とし
て先祖が負担したり、親から
の援助金や、自己資金（借金
の返済金を含む）等

約27万4千円

約22万9千円

平成23年3月31日時点の人口
7,715人で計算

所有している土地や建物
車の現在価格
約505万3千円

600

500

400

300

200

100

0
借　　方 借　　方

万円

純 資 産

固定負債

流動負債

負債の部＝将来に支払わなけ
　　　　　ればならないお金

ローンの残高等ローンの残高等
約157万9千円約157万9千円

約397万8千円約397万8千円
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行政コスト計算書
行政サービスを提供する際に発生する支出のうち、資産の取得（土地や建物の購入・整備等）
にかからない支出と、行政サービスの対価として得られた収入（手数料等）を計上しています。
　純経常行政コストがマイナスになっていますが、これは行政コスト計算書上の収入に、行政
サービスの直接的な収入のみを計上しているためです。

区　　　分 金　　　額

経常費用 67億6,534万3千円
　人にかかるコスト 10億9,838万7千円

　物にかかるコスト 28億5,393万7千円

　移転支出的なコスト 26億3,992万5千円

　その他のコスト 1億7,309万4千円

経常収益 1億681万4千円
　使用料・手数料 9,116万7千円

　分担金・負担金・寄付金 1,564万7千円

純経常行政コスト 66億5,852万9千円

職員給与のほか
に、賞与引当金
や退職手当引当
金の繰入額が計
上されます

その他のコスト
には、支払利息
などが計上され
ます

移転支出的なコ
ストには社会保
障の給付や他会
計への繰出金等
が計上されます

行政サービスの
直接の対価であ
る使用料や手数
料と分担金や負
担金と寄付金を
経常収益として
計上しています

物件費のほかに、
施設の維持補修
費や減価償却費
が計上されます

１年間の行政コストを町民の平均年収374万5千円の家計に
換算すると…

平成22年度決算では減価償却費がもっとも多く、現在もっている家や車等の資産から生じる
コストです。次いで、食費（人件費）や子どもへの仕送り（他会計繰出金）、交際費（補助金等）や
水道光熱費・衣服費・通勤費等（物件費）が多いことが分かります。

家計の支出項目 家計の出費額 財務諸表項目 構成比率

資産（家・車等）の損失（目減り）  99万6千円 減価償却費 26.6％

食費・外食費  60万7千円 人件費・退職手当・賞与引当金繰入 16.2％

子供への仕送りや学費 59万5千円 他会計等への支出額 15.9％

交際費（慶弔金・自治会費等） 59万2千円 補助金等 15.8％

水道光熱費・衣服費・通勤費等 53万2千円 物件費 14.2％

医療費 22万8千円 社会保障給付 6.1％

借金やローンの金利 9万7千円 支払利息 2.6％

家の修理費・車検代 5万2千円 維持補修費 1.4％

募金・任意の会費 4万5千円 他団体への公共資産整備補助金 1.2％

合　　　　計 374万5千円 100.0％
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純資産変動計算書
貸借対照表の純資産の部の増加要因と減少
要因を計上し、純資産が１年間でどのように
変動したのかを示しています。

●まとめ
安芸太田町では、これまでに形成してきた資産の総額や財源として抱える負債総額は、人口が同
規模な他団体と比較すると比較的大きい傾向にあることがわかりました。
　旧３町村が合併したことにより、同類の公共施設（資産）が増加することは当然ですが、合併時の
不均等是正を補うべく事業化されたインフラ（道路網や上下水道など）の整備による資産の増加や、
財源の一部として町債が充当された過疎対策事業債や合併特例事業債などの負債の増加が影響して
いるものと考えられます。一方では、財政調整基金などへの積立を継続して行いましたので、流動
資産に該当するその金額は増加しています。
　町有資産の老朽化に備え、今後も継続して資産の状況把握と、特定財源（国県支出金）の確保、流
動資産である基金財源の安定的な積立を行っていく必要があります。
　行政サービス提供のため必要な人件費や維持補修費、社会保障給付や繰出金などの経常コストも
人口が同規模な団体と比較すると比較的高いことがわかりました。なかでも、委託料や維持補修費
など物に係るコストが多く、福祉・産業振興分野が高いことがわかりました。その反面で、使用料
・手数料など、行政サービスで町民に負担していただく額が、同類他団体よりもかなり少ないこと
もわかりました。
　過疎・高齢化が進む中で、医療費や介護費用など、福祉・医療に係る扶助費等の増加は避けられ
ない状況ですが、これら財政諸表を元に同類他団体との比較検討に努めると共に効率的な行政経費
の削減と住民負担とのバランスを図りながら、地域性や独自性を生かした行政運営を進めていかな
くてはなりません。
　安芸太田町では、今後も継続して財務諸表の作成を行い、いろいろな分野別で財務分析等を詳細
に行うことによって、将来の行財政運営に活用できるよう努めていきます。

資金収支計算書
貸借対照表の現金が１年間でどのように変
化したのかを表しています。現金の使いみち
によって３つの区分に分け、どのような行政
費にいくら使ったのかが分かります。

前年度末の残高 302億8,579万8千円

純経常行政コスト △66億5,852万9千円

経常収入 71億7,460万3千円

臨時損益 △1億1,990万4千円

その他 892万1千円

当年度末の残高 306億9,088万9千円

前年度末の資金残高 3億2,801万7千円

経常的収支 26億1,651万4千円

公共資産整備収支 △5億9,478万7千円

投資・財務的収支 △19億7,552万8千円

当年度の資金変動額 4,619万9千円

当年度末の資金残高 3億7,421万6千円

◆経常的収支
　行政サービスに係る経常的な収支
◆公共資産整備収支
　道路や施設の取得のために係る収支
◆投資・財務的収支
　基金積立や取崩し、町債の発行や償還などに
　係る収支

平成22年度決算では、純資産
が約４億509万円増加していま
す。これは資産の増加と負債の
減額により純資産（特に基金預金）が増加し
たことを示していて、平成22年度決算では
資産・債務のバランスがやや良好傾向にあっ
たことがわかります。
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消費生活ホットライン

産業振興課（役場本庁東館1階）☎28－1973（直通）安芸太田町消費生活相談所
（県庁）　☎082－223－6111広島県生活センター

ご相談は・・・一人で悩まず、 まず相談!

（○）売主からクーリング・オフについて説明書面をもらった日から8日間

（×）商品が届いてから８日間
　※契約書にクーリング・オフの説明が記載されていますので、確認しましょう。

クーリング・オフができる取引内容と期間

　クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘で十分
検討するゆとりがないままに契約をしてしまった場
合、一定期間に限って無条件で解除できる制度です。
　ただし、期間が定められているため、早めに解除
通知することが大切です。業者がうそや脅しなどで
クーリング・オフを妨害した場合は、期間が延長さ
れます。

消費生活ホットライン消費生活ホットライン

契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度……クーリング・オフ
クーリング・オフによる解除

●訪問販売
（キャッチセールス、アポイトメントセールスなどを含む）

●電話勧誘販売
●特定継続的役務提供
（エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、
パソコン教室、結婚相手紹介サービス）

●連鎖販売取引
（マルチ商法）

●業務提供誘引販売取引
（内職商法、モニター商法）

●はがき（簡易書留）や内容証明郵便で出す
●書面は両面コピーを取り、保管する
●クレジット契約した場合は、信販会社にも同じ旨
　を通知する

その１
事業者への通知例

通　知　書
契約年月日　●年●月●日
商 品 名　●●●●　　　
契約金額　●●●●円　　
販 売 者　●●●株式会社
　　　　●●●営業所
　　　　担当者　●●
上記契約は解除します。　
支払い済みの●●●●円を
返金し、商品はお引き取り
ください。　　　　　　　
（通知を出した年月日）
（自分の住所・氏名）

通　知　書
契約年月日　●年●月●日
商品名　●●●●　　　　
契約金額　●●●●円　　
販売者　●●●株式会社　
　　　　●●●営業所　　

上記契約は解除します。　

（通知を出した年月日）
（自分の住所・氏名）

その２
※はがきによるクーリング・オフの書面の具体例

●自分から依頼して来てもらい購入したもの
●自動車や自動車リース
●使用してしまった消耗品（各種健康食品や化粧品などの指定消耗品）
●すでに現金を支払い、引き渡しも完了した3,000円未満のもの
●葬儀、都市ガス、電気など

（注意事項）
クーリング・オフ
ができないもの

クーリング・オフ期間が過ぎても、あきらめずに相談

クーリング・オフの方法

　クーリング・オフの期間が過ぎてしまっても、業者がルールを破った場合は、消費
者契約法により契約を取り消すことができます。

消費者契約法に
よる取り消しの
条件　　　　　

●商品に関する重要なことでうそをついた
●不確定なことを間違いないかのように断定して告げた
●消費者に不利益になることを告げなかった
●「帰ってくれ」「帰りたい」という消費者の意思表示を無視した「帰ってくれ」「帰りたい」という消費者の意思表示を無視した

　　　　　　契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度契約を取り消せる制度ご存知　　　
　ですか？

信販会社への通知例

8日間

8日間
8日間

20日間

20日間

注1

いつから

8日間?



介護保険料の納付に
ご協力をお願いします。

15

65歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料は、平成24〜26年度の３

年間に必要な介護保険の総費用の21％を、本町に住んでいる65歳以上の方

の人数で割った金額が基本となります。

年金【老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金】の額が年額18万円

こんな時は普通徴収になります 
○年度途中で65歳（第１号被保険者）になられた場合
○他の市町村から転入された場合
○年度途中で年金【老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金】の受給が始まった場合
○収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更となった場合
○年金が一時差し止めとなった場合　など

年金の定期支払い（年６回）の際、
年金から保険料があらかじめ天引き
されます。

本町から送付する納付書や口座振替
で期日までに金融機関などを通じて
介護保険料を納めていただきます。

以上の人

特別徴収 普通徴収

未満の人

－要介護（支援）認定を受けておられる方へのお知らせ－

　　　　　　　　　　　　これまで広報『安芸太田』でもお知らせしていますが、平成23年4月か

　　　　　　　　　　　ら「要介護（支援）認定の有効期限のおしらせ」および「要介護（支援）認

　　　　　　　　　　　定申請書」の送付を行っていません。

要介護（支援）認定を受けている方で、介護（予防）サービスを利用している（または今から介護

（予防）サービスを利用しようと思われている）方は、今一度、認定の有効期間をご確認ください。

　また、要介護（支援）認定の更新を希望される場合には、地域包括支援センター（☎22−2031）ま

たはご利用の居宅介護支援事業所や介護保険施設等にご相談いただき、手続きを行ってください。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　ら「要介護

　　　　　　　　　　　定申請書」の送付を行っていません。

認定の有効
期間は大丈
夫ですか？

クリーン太田川をクリーン太田川を
７７月月2299日に実施日に実施!!!!

　毎年７月の河川愛護月間に行われている河川一斉

清掃「クリーン太田川」を今年も実施します。

　この活動は、太田川の恵みを受けている流域市町

のボランティアによって実施されます。みなさんの

ご協力をよろしくお願いします。

■日時／7月29日（日）　※小雨決行。中止の場合は当日朝、防災無線でお知らせします。
■問い合わせ先／建設課　☎28－1962

河川一斉清掃にご協力ください
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安芸太田町国民健康保険からのお知らせ

特定健診の受診券（黄色）を送付しています。

特定健診を受けましょう!

「特定健診」「特定保健指導」

の制度が始まって、今年で５年目

になります。みなさん、毎年受診

されていますか ?

どうやって受けりゃええん？
山ゆり健診の「基本健診」や町が実施する「人間ドック」を

申し込まれていない方には、黄色の用紙の「受診券」と「問診

票・結果票」などを配布しますので、以下の方法で受診してく

ださい。

受診の手続き

直接、医療機関に受診の予約をしてください。

保険証、受診券（黄色の用紙）、問診票（Ａ3の
用紙）を持って予約日に受診してください。

●対象者
40歳以上74歳までの国民健康
　保険被保険者の方

●健診内容
　身体計測（身長・体重・腹囲）
　血液検査（血糖・脂質・肝機能）
　血圧、検尿、医師の診察

●健診費用（個人負担分）
1,500円

　※健診費用は、全部で8,100円かか
　　りますが、残り6,600円を国民健
　　康保険が負担しますのでお得!!

◎受診するためには、同封している受診券（黄色の用紙）が必要です。受診券は無くさないように
　してください。また、有効期間内（平成24年6月1日～10月31日まで）に必ず受診しましょう!

受診後、結果が通知されます。

特定保健指導の対象者には、別途連絡がありま
す。保健師による保健指導を受けて、生活習慣
の改善に活用しましょう。

①

②

③

④

「特定健診」は、40歳から74歳の方を対象に実

施する健診です。この健診の目的は、生活習慣病の

「予防」にあります。生活習慣病は自覚症状が出に

くく、気づいたときは重症化していることも！

　早期発見が予防の決め手となります。

定期的に健診を受けることは、病気の早期発見に

つながることはもちろん、治療費が抑えられること

にもつながり、健診によって健康意識も高まります。

まずは健診を受けて、自分の健康状態を確認し、

健康づくりを進めましょう！

そうか！気がつ
かんうちに、進行し
とるかもしれんし、
受けようかの！

そうじゃね！
家族のためにも
健康チェックが
大事じゃね！

忙しいし…
元気だし、
受けなくても
大丈夫じゃろ？

国保のコッピー

●問い合わせ先／本庁住民生活課 ☎28－2116　健康づくり課 ☎22－0196
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年金についてもっと知りたいときは…
●広島西年金事務所　☎082－232－4171
●本庁住民生活課 ☎28－2116
●加　 計 支 所 ☎22－1111
●筒　 賀 支 所 ☎32－2121

住民生活課住民生活課住民生活課住民生活課住民生活課住民生活課住民生活課住民生活課

みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金みんなの国民年金

電子版電子版 「「ねんきん定期便ねんきん定期便ねんきん定期便」」」」 がが
開始されました開始されました国民年金マスコット

レッサーくん

電子版「ねんきん定期便」

電子版「ねんきん定期便」のメリット

日本年金機構では、すべての年金加入者（約6,600

万人）を対象に、毎年誕生月に「ねんきん定期便」を

郵送しています。この「ねんきん定期便」が、日本年

金機構のインターネットサービスである「ねんきんネ

ット」によって確認できるようになりました。

誕生月にお知らせが届きます
電子版「ねんきん定期便」を利用すると、誕生月に

「ねんきん定期便」や「振込通知書」などのお知らせ

が、利用登録しているメールアドレスあてに配信され

てきます。

年金記録は毎月更新されています。しかし、郵送に

よる「ねんきん定期便」では、年１回のみの通知であ

るため、この毎月更新されている年金記録を確認する

ことはできません。電子版「ねんきん定期便」では、

最新の年金記録を24時間いつでも確認することができ

ます。

　また、郵送による「ねんきん定期便」では、35歳、

45歳、58歳の節目の年齢のときに送付されるもの以

外は、直近一年分の年金記録しか記載されていません。

電子版「ねんきん定期便」では、すべての期間の年金

記録が確認できます。

　さらに、確認した内容を残しておきたい方は、いつ

でもダウンロードして手元に保存しておくことができ

ます。

電子版「ねんきん定期便」を利用
するには
電子版「ねんきん定期便」を利用するためには、日

本年金機構のホームページで「ねんきんネット」の利

用登録をして専用のユーザIDを入手する必要がありま

す。ユーザIDの入手方法は次のとおりです。

①はじめて利用申込みをする場合（アクセスキーを持
　っていない場合）
　　登録後、約５日程度でユーザIDが手元に郵送され

　ます。

②「年金個人情報提供サービス」（平成23年2月まで）
　を利用していたことがある場合
　　「年金個人情報提供サービス」は、平成23年3月

からは「ねんきんネット」に統合されています。

「ねんきんネット」のログイン画面に「年金個人情

報提供サービス」で使用していたユーザIDとお客様

　設定パスワードを入力すると、「ねんきんネット」

　用の新たなユーザIDが即座に発行されるので、すぐ

　に利用開始できます。お客様設定パスワードはその

　まま使用できます。

③はじめて利用申込みをする場合（アクセスキーを持
　っている場合）
　　アクセスキーを使って申し込むとユーザ IDをすぐ

　に取得できますので、「ねんきんネット」をより早

く利用開始できます。アクセスキーは平成23年4月

以降に送付された「ねんきん定期便」に記載されて

　います。

電子版「ねんきん定期便」の確認
電子版「ねんきん定期便」には、50歳以上の人用、

50歳未満の人用、そして年金受給者であり現役被保険

者の人用の３種類があります。

　電子版「ねんきん定期便」に加入記録の記載もれや

記載内容の誤りがないかをよく確認します。記載もれ

や記載内容の誤りがあった場合には、「年金加入記録 

回答票」を印刷し、必要事項を記入して回答します。

　記載もれや記載内容の誤りがない場合には、「回答

票」で回答する必要はありません。

「ねんきん定期便」の郵送希望登録
書面による「ねんきん定期便」の郵送に代えて、電

子版の「ねんきん定期便」を利用することで、郵送費

などのコスト削減や資源の節約につながります。書面

による「ねんきん定期便」の郵送を今後も希望するか

否か、ログイン後の画面で希望を登録することができ

ます。

　なお、書面による「ねんきん定期便」の郵送を希望

しても、後で変更することもできます。

　また、郵送を「希望しない」と登録した場合でも、

35歳、45歳、58歳の節目の年齢には、書面による

「ねんきん定期便」は郵送されます。



開　催　日 場　　　所 講習内容
7月  8日（日）広島県東部農林水産事務所 網猟、わな猟、第一、二種銃猟
7月15日（日）庄原市ふれあいセンター 網猟、わな猟、第一、二種銃猟
7月22日（日）広島パシフィックホテル 網猟、わな猟、第一、二種銃猟
8月  5日（日）尾道市農村環境改善センター 網猟、わな猟
8月12日（日）東広島市中央生涯学習センター 網猟、わな猟、第一、二種銃猟
8月19日（日）安佐北区区民文化センター 網猟、わな猟、第一、二種銃猟
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平成24年度  狩猟免許試験および狩猟免許（初心者）講習会のお知らせ

狩猟免許
試　　験

◆提出先　〒730－8511 広島市中区基町10－52　広島県環境県民局 自然環境課 野生生物グループ

●問い合わせ先／本庁産業振興課 ☎28－1973　加計支所 ☎22－1113　筒賀支所 ☎32－2123

※広島県に住所を有する満20歳以上の方が受験することができます。

◎狩猟免許試験の合格を目指される方に、この講習会の受講をお勧めします。

※申込期限　各受講日の１週間前
◆提出先　〒730－0012 広島市中区上八丁堀8－23 林業ビル9F 一般社団法人 広島県猟友会

　狩猟試験に合格後、町捕獲班員になられる場合には、受験手数料、講習会受講料の補助制
度があります。
　◎対象となる免許の種類…わな猟、第二種銃猟（空気銃）

※申請用紙は、本庁産業振興課、各支所にあります。

開　催　日 免許の種類 場　　　所 締　切　日
7月11日（水）わな猟、第一、二種銃猟 福山庁舎第一庁舎 6月29日（金）
7月19日（木）わな猟 三原市久井公民館 7月  9日（月）
7月29日（日）網猟、わな猟、第一、二種銃猟 広島県庁６階講堂 7月19日（木）
8月  2日（木）わな猟 三次庁舎第三庁舎 7月23日（月）
8月  8日（水）わな猟、第一、二種銃猟 庄原市ふれあいセンター 7月27日（金）
8月22日（水）わな猟 呉庁舎第二庁舎 8月10日（金）
8月30日（木）わな猟、第一、二種銃猟 東広島庁舎会議棟 8月20日（月）
9月  5日（水）網猟、わな猟、第一、二種銃猟 広島県庁 6階講堂 8月24日（金）

狩猟免許
（初心者）
講 習 会

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間の実施について
　法務局・地方法務局および都道府県人権

擁護委員連絡会では、いじめや児童虐待な

ど、子どもたちが発する信号をいち早く

キャッチし、問題の解決を支援するため、

専用電話相談「子どもの人権110番」を常

時開設しています。

６月25日（月）から７月１日（日）の間を、

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

とし、同週間中は、広島法務局および広島

県人権擁護委員連合会において、時間を延

長して電話相談を受け付けます。

【子どもの人権110番】

0120－007－110
【相談時間】
・６月25日（月）から６月29日（金）までは
　　　午前8時30分から午後7時まで 
・６月30日（土）および７月１日（日）は
　　　午前10時から午後5時まで
◎電話による相談
・人 権 相 談 窓 口 ☎0570－003－110
・女性の人権ホットライン ☎0570－070－810
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◎１日３回磨く方は21.4％でした。

　むし歯菌、歯周病菌は夜、寝ている間に活動し

　ます。どうしても１回しか磨けない方は夜の歯

　磨きを心がけましょう！

歯磨きはじょうぶなからだの第一歩

安芸太田町歯科保健センターは、赤ちゃんか
ら高齢者まで幅広く歯科保健事業を展開して
います。　　　　　　　　　　　　　　　　

●歯科および禁煙に関するご相談は、健康づくり課 ☎22－0196までご連絡ください。

　　　　　　　　健康安芸太　　　　　　　　健康安芸太　　　　　　　　健康安芸太　　　　　　　　健康安芸太　　　　　　　　健康安芸太　　　　　　　　健康安芸太　　　　　　　　健康安芸太　　　　　　　　健康安芸太　　　　　　　　健康安芸太田21では、１日
　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方　　　　　　　３回歯を磨く方（60歳代）を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40％にすることを目標にして
　　　　　　　います。　　　　　　　います。　　　　　　　います。　　　　　　　います。　　　　　　　います。　　　　　　　います。　　　　　　　います。　　　　　　　います。　　　　　　　います。　　　　　　　います。　　　　　　　います。

今年３月のアンケート調査結果

1日3回 1日1回～2回 磨かない
0

100

21.4

76.1

2.5

55月31日は世界禁煙デーです。

　また、世界禁煙デーから始まる１週間（６　また、世界禁煙デーから始まる１週間（６

月６日まで）を禁煙週間として定めています。月６日まで）を禁煙週間として定めています。

　タバコを吸われる方はこの機会に禁煙に挑　タバコを吸われる方はこの機会に禁煙に挑

戦されませんか !?戦されませんか !?

　健康づくり課の保健師がお手伝いいたしま　健康づくり課の保健師がお手伝いいたしま

すのでご相談ください。すのでご相談ください。

5月31日〜6月6日

　　　「禁煙週間」

　口から出された煙より、こうして灰皿
や手元から出ている煙の方が健康被害を
増幅させます。
　タバコを吸われる方は、ちょっと周囲
に配慮してくださいね。

6月4日〜10日

「歯の衛生週間」

平平成23年度の新規のエイズ患者は1,486件あり、診療時に既にエイズを発症している事例

が増えています。この原因は早期発見のための検査の機会を逃しているためです。が増えています。この原因は早期発見のための検査の機会を逃しているためです。

　エイズ検査はあなたにも必要です。 　エイズ検査はあなたにも必要です。 

県内の保健所では匿名で無料のエイズ検査を行っています。県内の保健所では匿名で無料のエイズ検査を行っています。【要予約】

　エイズは早期の段階で治療することにより、ウイルスの増殖を抑え、免疫力の低下を遅らせ　エイズは早期の段階で治療することにより、ウイルスの増殖を抑え、免疫力の低下を遅らせ

ることが可能になっています。ることが可能になっています。

　不安に思ったら時を逃さず、検査を受けましょう。　不安に思ったら時を逃さず、検査を受けましょう。

6月1日～7日は、エイズ検査の浸透・普及を
図るために、図るために、「エイズ検査普及週間」と
なっています。なっています。

◆エイズ検査普及週間のお知らせ◆

エイズ検査に関する問い合わせおよび検査の予約　西部保健所広島支所 エイズ検査に関する問い合わせおよび検査の予約　西部保健所広島支所 ☎082－513－5521
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被
爆
二
世
の
方
の
健
康
管
理
に

役
立
て
て
い
た
だ
く
た
め
、
健
康

診
断
を
実
施
し
ま
す
。

◆
対
象
者

　

両
親
の
い
ず
れ
か
が
原
子
爆
弾

被
爆
者
で
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
広
島
県
内
に
居
住
す

る
方
。

・
広
島
被
爆
に
あ
っ
て
、
昭
和
21

年
６
月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た

　

方
。

・
長
崎
被
爆
に
あ
っ
て
、
昭
和
21

年
６
月
４
日
以
降
に
生
ま
れ
た

　

方
。

◆
申
込
方
法

　

役
場
な
ど
に
備
え
付
け
の
専
用

は
が
き
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

県
庁
被
爆
者
支
援
課
へ
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

広
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
電
子
申
請
に
よ
っ
て
申
し
込
み

で
き
ま
す
。

◆
申
込
期
間

　

平
成
24
年
６
月
１
日（
金
）か
ら

　

平
成
25
年
１
月
11
日（
金
）ま
で

　

※
消
印
有
効

せ
ら
し
お

せ

n
oi

t
a

mr
o

f
n

I◆
実
施
期
間

　

平
成
24
年
６
月
11
日（
月
）か
ら

　

平
成
25
年
２
月
28
日（
木
）ま
で

◆
検
査
費
用

　

無
料

●
問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁　

被
爆
者
支
援
課

　

☎
０
８
２－

５
１
３－

３
１
１
６
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場　

福
祉
課☎２
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０
２
５
０

◆
試
験
日
時

　

平
成
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年
８
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８
日（
水
）

　
　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時

◆
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験
場
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鈴
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女
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短
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大
学

（
広
島
市
西
区
井
口
４
丁
目
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番
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号
）

　

福
山
大
学
宮
地
茂
記
念
館

（
福
山
市
丸
之
内
１
丁
目
２
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40
号
）

◆
受
験
資
格

　

次
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す
べ
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の
要
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該
当
さ
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る
方

⑴
学
校
教
育
法
第
五
七
条
に
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さ
れ
る
方
（
高
等
学
校
の
入
学

　

資
格
者
）
ま
た
は
調
理
師
法
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則
第
三
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規
定
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教
育
法
第
五
七
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者
と
み
な
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方

⑵
調
理
師
法
施
行
規
則
第
四
条
に

　

定
め
る
多
数
人
に
対
し
て
飲
食

　

物
を
調
理
し
て
供
与
す
る
施
設

　

ま
た
は
営
業
で
、
受
験
願
書
受

　

付
日
現
在
で
２
年
以
上
調
理
の

　

業
務
に
従
事
し
た
方

◆
願
書
受
付
期
間

　

平
成
24
年
６
月
12
日（
火
）か
ら

　

平
成
24
年
６
月
21
日（
木
）ま
で

　

※
消
印
有
効

●
問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁　

食
品
生
活
衛
生
課

　

☎
０
８
２－

５
１
３－

３
１
０
６

　

役
場　

福
祉
課☎２

５－

０
２
５
０

平
成
24
年
度　
被
爆
二
世

健
康
診
断
を
実
施
し
ま
す

平
成
24
年
度　
調
理
師
試

験
が
実
施
さ
れ
ま
す　
　

400ml 献血にご協力ください

みなさんのご協力を

お願いします。

献血を行います。献血を行います。

■日時■日時■日時 ７７７７月月６６日（金）日（金）
■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所■場所 筒賀福祉筒賀福祉センターセンター
■■時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間 1133:30:30〜〜1155:30:30

国
税
局
で
は
、
税
務
職
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

【
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験
日
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平
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24
年
９
月
９
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日
）

【
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。
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l

※
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】
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）〜
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５
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・
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み
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２
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月
）〜
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）
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●
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広
島
国
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総
務
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人
事
第

　

二
課　

試
験
研
修
係

　

☎
０
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２－

２
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１
１

税
務
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募
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住宅の新築・リフォームの計画はありませんか 広告

一級建築士が住まいのご相談に乗ります。
見積は無料です。お気軽にご相談ください。

土木・建築設計施工

筒賀建設株式会社

☎0826－28－1877

一級建築士事務所 ISO9001認証取得

本　社／安芸太田町大字中筒賀540－2
事務所／安芸太田町大字上殿1791－1

●畦畔・農業施設
●宅内排水工事
●浄化槽設置工事
●空家の管理

その他こんな事も…
■開 催 日／6月24日（日）
■集合場所／安芸太田町加計体育館前
■受　　付／8:00～　出発／8:30
■コ ー ス／6㎞、8㎞
■参 加 費／100円

第78回月例ウォーキング
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　　　　　　　　　　５月12日に加計中学校の運動会に行きました。

　　　　　　　　　　日本の運動会は、とてもエキサイティングで、イ

　　　　　　　　　ギリスとは全然違うと聞いていました。実際、加計

　　　　　　　　　中の運動会に行き、本当に感動しました。「エベレ

スト・クライマー（棒を登る速さを競う）」や「ムーヴィング・ブリッジ

（並んだ人の背中を渡る競技）」のような競技は初めて見ました。

　保護者や先生方の競技も、それもまた物珍しく、面白かったです。

　イギリスでは、運動会は６月か７月に行われるのが通常です。リレー

やいろいろな競技をします。例えば「サックレース」ですが、これは、

運 動 会

第7回ふれあい文芸・芸能発表会開催第7回ふれあい文芸・芸能発表会開催
5月27日、川・森・文化・交流センターで安芸太田

町文化団体連合会加計支部主催の第７回ふれあい

文芸・芸能発表会が開かれました。

数多くの芸能団体が日頃の練習の成果を披露。

また、文芸作品の展示もあり、多くの来場者が丹

精込めて作られた作品を観て、感心していました。

安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪安野空谷地区で交流の輪
5月12日、安野の空谷地区で、安佐北区あさひ

が丘の友
ゆう

遊
ゆう

クラブ（会員102人）のうち約20人が

田植え体験を行いました。

　友遊クラブは、あさひが丘団地内に約６年前に

結成された団体で、空谷地域住民との体験交流は

５年目となり、今年は田の草取りや稲刈りの作業

を予定されています。

サラのページ

大きめの袋に足から入って、約50メートルの距離をジャンプ

しながら競走します。また、「ムカデ競走」にも似たレース

があります。でも、イギリスでは、たった２人でお互いを結

びつけてやります。加計中では、12人の生徒が連結して、し

かも一緒に走らなければなりませんでした。すごい !! 

　保護者や先生方が参加してのグラウンド・ゴルフや競技、

また、高校生たちが母校に来て観戦している姿を本当に微笑

ましい気持ちで見させていただきました。運動会には他にも

いろんな意味があるんだと感じました。

　また、次の運動会を楽しみにしています。

「フレー、フレーみなさん !!」
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『モンキードッグ』

吉
よし

田
だ

洋
ゆたか

／著　農村漁村文化協会

『桜舞う』　　 あさのあつこ／著　PHP研究所

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』

東
ひがしの

野圭
けい

吾
ご

／著　角川書店

『ももへの手紙』百
もも

瀬
せ

しのぶ／著　角川書店

『心霊探偵八雲９』 神
かみ

永
なが

学
まなぶ

／著　角川書店

『ビッケのとっておき大作戦』
ルーネル・ヨンソン／著　評論社

『転校生は忍びのつかい』

加
か

部
べ

鈴
りん

子
こ

／著　岩崎書店

『恐竜ＡＢＣ』 黒
くろ

川
かわ

みつひろ／作絵　小峰書店

図書館
だより 筒賀分室 筒賀ふれあいプラザ内

　　　☎32-2601

戸河内分室 地域支援センター内
　　　☎28-1966

本　　館 川・森・文化・交流センター内川・森・文化・交流センター内
２２階　階　☎☎222222-12131213

やあ! 「やまピー」 だよ♪

そろそろ梅雨の時期で

外ではなかなか遊べない日

が続くね。 こんな時には本

を借りてしっかり読もう!

　　　　

☆えほんのもりおはなし会♪
本　館／６月９日（土）10:30

みんな

　　きてね
　　きてね!

※幼児と小学校低学年を対象にしています。
　お気軽にご参加ください。

☆戸河内分室おはなし会♪
筒　賀／６月2２日（金）10:０0

『じゃ、 やってみれば』
阿

あ

部
べ

秀
しゅうじ

司／著　日本実業出版社

「ALWAYS  三丁目の夕日」や

「friends もののけ島のナキ」など

数々の映画をヒットさせてきた映画

プロデューサーが語る仕事論。

「いいモノをつくる」というクリ

エイティブな面と「お金を稼ぐ、儲

ける」というビジネスの面をいかに両立させればいい

のか、著者の経験を基に書かれた１冊です。

今月のおススメ本

★本館月末休館日 ６月２９日（金）
★移動図書館やまびこ号運行日
６月１２日（火）・１４日（木）・１５日（金）

昨年11月と12月に開催した『筒賀ふるさと

まつり・図書館まつりでのフリーマッケット』

による収益金で、

『衣笠祥雄はなぜ監督になれないのか』
『ルーズヴェルト・ゲーム』
『ブータン、これでいいのだ』など、

リクエストのあった本を18冊購入しました。

　ご協力ありがとうございました。

収益金で本を購入しました!

児童書

読んでミンサイ新刊案内♪
新しい図書館の仲間をちょっとだけ紹介するよ!新しい図書館の仲間をちょっとだけ紹介するよ!

『ふるさと60年 戦後の日本とわたしたちの歩み』
道
みち

浦
うら

母
も

都
と

子
こ

／文・金
きむ

斗
とう

鉉
げん

／絵

　　福音館書店

戦後の1946年から60年間、

ある町が村から都市に変わってい

く様子が、定点観測の手法で描か

れた絵本です。細密に描かれた昭

和の暮らしを眺めながら、３世代

で楽しんでほしい絵本です。

ひろしま平和発信コンサート 萩
はぎ

原
わら

麻
ま

未
み

＆カーリン ・ バーテルス
ジョイントコンサート

■と　き／8月1日（水）
■ところ／戸河内ふれあいセンター
■チケット／一般 ¥1,000 小学生 ¥500
　　　　　　　※チケット発売開始日　6月11日（月）

●問い合わせ先／教育委員会　☎22－1212

　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界　戸河内ふれあいセンターのピアノは、世界
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社」製のグランドピアノで、ドイツのベルリ社」製のグランドピアノで、ドイツのベルリ社」製のグランドピアノで、ドイツのベルリ

ンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタンフィルで使用されたのち、ふれあいセンタ

ーに寄贈された、すばらしいピアノです。ーに寄贈された、すばらしいピアノです。ーに寄贈された、すばらしいピアノです。ーに寄贈された、すばらしいピアノです。ーに寄贈された、すばらしいピアノです。ーに寄贈された、すばらしいピアノです。ーに寄贈された、すばらしいピアノです。ーに寄贈された、すばらしいピアノです。ーに寄贈された、すばらしいピアノです。ーに寄贈された、すばらしいピアノです。ーに寄贈された、すばらしいピアノです。

　ジュネーブ国際コンクール優勝の萩原麻未　ジュネーブ国際コンクール優勝の萩原麻未　ジュネーブ国際コンクール優勝の萩原麻未　ジュネーブ国際コンクール優勝の萩原麻未　ジュネーブ国際コンクール優勝の萩原麻未　ジュネーブ国際コンクール優勝の萩原麻未　ジュネーブ国際コンクール優勝の萩原麻未　ジュネーブ国際コンクール優勝の萩原麻未　ジュネーブ国際コンクール優勝の萩原麻未

さんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみくだささんが奏でる世界の音色をお楽しみください。い。

開場…13:30
開演…14:00
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１日（日）安芸太田病院（救急サブセンター）

８日（日）清水医院（内科・小児科・リウマチ科）

15日（日）落合整形外科内科（整形外科）

16日（月）安芸太田病院（救急サブセンター）

22日（日）安芸太田戸河内診療所（内科）

29日（日）安芸太田病院（救急サブセンター）

7月のし尿収集日

今月の当番医

来月の当番医 7月

２日(月) 全日
遊谷・戸河内土居・与一野・才中得・寺領
長原・月の子・杉の泊・穴袋・草尾・温井
猪山・平見谷

４日(水) 全日 下本郷・田吹・横川
５日(木) 全日 丁川・田之原・穴阿・川登・勝草
６日(金) 全日 上本郷・吉和郷・打梨・那須
９日(月) 全日 香草

10日(火) 全日 小板・戸河内松原・板ケ谷・川手・柴木
梶ノ木

11日(水) 全日 古市・新町・神田町・空条

13日(金) 全日 見入ケ崎・上原・鮎ケ平・西調子・明ケ谷
穂坪・高下・上堀・下堀・江河内・垰

17日(火) 全日 天神町・巴町・道の口
18日(水) 全日 遅越・辻ノ河原
20日(金) 全日 鵜渡瀬・木坂・加計山崎・上調子
23日(月) 全日 加計土居・滝本
24日(火) 全日 津浪・附地・光石
25日(水) 全日 上殿
26日(木) 全日 坪野・上久日市・下久日市・筒賀全域
30日(月) 全日 本町・東旭町・西旭町
31日(火) 全日 宇佐・程原・安野・修道一円

6月

6月のし尿収集日

今月の納税等

町県民税………………第１期
介護保険料……………第３期

（納期限:７月２日）
　※納期限を必ず守りましょう

6月
税に関する
習字コンクール
入選作品

10日（日）清水医院（内科・小児科・リウマチ科）

17日（日）落合整形外科内科（整形外科）

24日（日）西山医院（内科）

◎お詫びと訂正
　広報５月号で掲載しました町職員人事で、４月１日付採用職

員の泉秀樹さんが「管理栄養士」となっていましたが、正しく

は「介護福祉士」でした。お詫びして訂正いたします。

６日(水) 全日 下本郷・田吹・横川
７日(木) 全日 上本郷・吉和郷・打梨・那須
８日(金) 全日 香草

11日(月) 全日 小板・戸河内松原・板ケ谷・川手・柴木
梶ノ木

12日(火) 全日 古市・新町・神田町・空条

14日(木) 全日 見入ケ崎・上原・鮎ケ平・西調子・明ケ谷
穂坪・高下・上堀・下堀・江河内・垰

15日(金) 全日 天神町・巴町・道の口
19日(火) 全日 鵜渡瀬・木坂・加計山崎・上調子
20日(水) 全日 遅越・辻ノ河原
21日(木) 全日 加計土居・滝本
22日(金) 全日 津浪・附地・光石
25日(月) 全日 上殿
27日(水) 全日 坪野・上久日市・下久日市・筒賀全域
28日(木) 全日 本町・東旭町・西旭町
29日(金) 全日 宇佐・程原・安野・修道一円

安芸太田町は… 　　 3,安芸太田町は… 　　 3,安芸太田町は… 　　 3,安芸太田町は… 　　 3,433人　 　　 　　 　    3,955人 　   　   　  7,388人 3,387世帯 2012年(平成24年)5月31日現在

7月13日（金）

○本 庁 住 民 生 活 課　☎28－2116
　○加 計 支 所　☎22－1111
　○筒 賀 支 所　☎32－2121
　○山県郡西部衛生組合　☎23－1120

特定家庭用機器廃棄物の回収日
(エアコン・テレビ・洗濯機・乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫)

　買い替えの場合は、取り扱い店に相談してください。

そのうえで引き取り手がない場合、郵便局でリサイクル

料金（下記参照）を支払い、リサイクル券を購入して、

本庁住民生活課または各支所へ収集の申し込みをしてく

ださい。

　上記の指定日に山県郡西部衛生組合の職員が戸別に収

集に伺います。その際、リサイクル券とは別に運搬料金

3,675円（１台当たり・税込）も必要です。

●リサイクル料金の目安（一台当たり）

※メーカーにより料
　金が異なります。
なお、リサイクル
　券購入時、振込手
　数料が別途必要と
　なります。

エアコン 2,100～15,750円
テレビ（薄型も含む） 1,785～3,795円
洗濯機・乾燥機 2,520～3,444円
冷蔵庫・冷凍庫 3,780～5,869円

　○加
問い合
わせ先



満1歳の誕生日
おめでとうございます。

16この広報紙は環境にやさしい再生紙と、大豆油インキを使用しています。 24
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※掲載にあたっては
　保護者のご了解を
　得ています。

藤
ふじ

井
い

沙
さ

英
え

ちゃん

【向三谷】
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

いつもカワイイ笑顔をいつもカワイイ笑顔を
ありがとう!ありがとう!

元気で大きくなってね元気で大きくなってね♥

　5月10日・11日、町内の6年生が修学旅行
で九州方面へ行きました。児童55人と引率
者12人で参加しました。思い出いっぱいの
修学旅行の感想を紹介します。

★殿賀小学校 ★戸河内小学校

★上殿小学校★修道小学校★加計小学校

★津浪小学校
●ホテルでたくさんの友達とい

　ろんな話をしたり、ウノで遊

　んだりしました。中学生にな

　ってからの修学旅行がぐんと

　楽しみになってきました。

●宇宙科学館で一番のおすすめは、立

　体式のパイプの迷路です。選ぶ道に

　よって出口がちがい、そこにはトン

　ボや人などが描いてあって、とても

　楽しかったです。

●ホテルから見えたすばらしい

　町並み、そしてまくら投げや

　トランプをして過ごし、たく

　さんの友だちができたことが

　一番の思い出です。

●福岡県の太宰府天満宮

　に行ったことが心に残

　りました。とても人が

　多く、神社も大きくて

　感動しました。

●吉野ヶ里遺跡では、物

　見やぐらや王の家など

　弥生時代の人々のくら

　し方がくわしく再現し

　てあったので、とても

　勉強になりました。

●修学旅行に行って楽し

　かったことがたくさん

　あります。その中でも

　多くの友達と仲良くす

　ごせたことが、一番心

　に残っています。

★筒賀小学校
●憧れだった「右手に見

　えますのが…」という

　バスガイドさんの声を

　聞くことができたので

　うれしかったです。

梅
うめ

田
だ

瑠
る

海
み

ちゃん

【市上】
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

いつも元気な、るみちゃん。いつも元気な、るみちゃん。
お姉ちゃんと仲良くね!お姉ちゃんと仲良くね!

るみの成長、たのしみでするみの成長、たのしみです♥

井
い

野
の

上
うえ

蒼
そう

樹
き

ちゃん

【市上】
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

笑顔の可愛い蒼ちゃん。笑顔の可愛い蒼ちゃん。
のびのびとのびのびと

元気に育ってね元気に育ってね♥

田
た

渕
ぶち

朔
さく

弥
や

ちゃん

【本郷四】
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Happy BirthdayHappy Birthday♥
優しい男になってね!優しい男になってね!

父ちゃん母ちゃんより…父ちゃん母ちゃんより…

思い出いっぱい


